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メ
リ
カ

雇
用
情
勢
、
一
段
と
悪
化
の

様
相―

オ
バ
マ
次
期
大
統

領
、
三
〇
〇
万
人
の
雇
用
創

出
策
を
検
討

　

連
邦
労
働
省
に
よ
る
と
、
二
〇
〇

八
年
一
一
月
の
失
業
率
は
六
・
七
％

に
達
し
、
一
九
九
三
年
以
来
の
高
水

準
を
記
録
し
た
。
ま
た
、
非
農
業
部

門
の
就
業
者
数
は
一
一
月
期
に
五
三

万
三
〇
〇
〇
人
減
少
し
、
一
九
七
四

年
以
来
の
大
き
な
減
少
幅
を
記
録
し

た
。
さ
ら
に
、
一
二
月
一
日
か
ら
一

二
月
六
日
ま
で
の
新
規
失
業
保
険
の

申
請
数
は
五
七
万
人
を
超
え
た
。
こ

の
よ
う
な
大
量
申
請
数
は
一
九
八
二

年
以
来
だ
。
金
融
危
機
を
発
端
と
す

る
経
済
危
機
に
よ
っ
て
、
雇
用
情
勢

は
一
段
と
悪
化
の
様
相
を
濃
く
し
て

い
る
。
オ
バ
マ
次
期
大
統
領
は
道
路

建
設
や
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
投
資

な
ど
の
大
規
模
な
イ
ン
フ
ラ
投
資
に

よ
る
三
〇
〇
万
人
規
模
の
雇
用
創
出

策
を
検
討
中
と
表
明
し
て
い
る
。 

失
業
保
険
申
請
件
数
、
一
九
八
二

年
以
来
の
高
水
準

　

連
邦
労
働
省
が
一
二
月
一
一
日
に

発
表
し
た
新
規
失
業
保
険
申
請
件
数

（
一
二
月
一
日
か
ら
一
二
月
六
日
分
）

は
五
七
万
五
〇
〇
〇
人
（
翌
週
に
五

七
万
七
〇
〇
〇
人
に
修
正
）
に
達
し
、

一
九
八
二
年
一
一
月
二
二
日
か
ら
一

一
月
二
七
日
の
週
の
六
一
万
二
〇
〇

〇
人
以
来
二
六
年
超
ぶ
り
の
高
水
準

と
な
っ
た
。
翌
週
の
一
二
月
一
八
日

の
発
表
で
は
、
一
二
月
八
日
か
ら
一

二
月
一
二
日
分
に
つ
い
て
は
二
万
一

〇
〇
〇
人
減
少
に
な
っ
た
も
の
の
、

前
週
の
申
請
者
数
が
五
七
万
五
〇
〇

〇
人
に
修
正
（
二
〇
〇
〇
人
増
）
さ

れ
た
上
、
過
去
四
週
間
の
移
動
平
均

で
み
た
場
合
に
は
五
四
万
三
七
五
〇

人
に
達
し
前
週
よ
り
も
増
加
す
る
結

果
と
な
っ
た
。
最
近
の
新
規
失
業
保

険
申
請
件
数
の
推
移
は
図
１
の
と
お

り
（
１
）。

　

ま
た
、
失
業
給
付
受
給
者
の
総
数

は
増
加
傾
向
を
示
し
て
お
り
、
一
二

月
六
日
時
点
で
四
三
〇
万
人
を
超
え

て
い
る
。
図
２
で
は
、
二
〇
〇
八
年

七
月
以
降
の
推
移
と
と
も
に
、
参
考

ま
で
に
一
年
前
の
同
時
期
の
数
値
を

付
し
た
。
一
年
前
は
二
五
〇
万
人
か

ら
二
六
〇
万
人
を
推
移
し
て
い
た
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
〇
八
年
六
月
と
一

一
月
に
決
定
し
た
失
業
保
険
給
付
延

長
措
置
に
よ
っ
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
や
ミ
シ
ガ
ン
州
の
よ
う
に
失
業

率
が
六
％
以
上
の
州
で
は
三
三
週
間

の
給
付
延
長
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る

（
２
）。
七
月
か
ら
実
施
さ
れ
た
給

付
延
長
措
置
に
伴
っ
て
、
延
長
給
付

受
給
者
数
は
九
月
に
は
一
四
〇
万
人

に
達
し
た
。
そ
の
後
、
給
付
期
間
を

満
了
す
る
受
給
者
が
増
え
、
い
っ
た

ん
六
七
万
人
ま
で
減
少
し
て
い
た
も

の
の
、
一
一
月
に
決
定
し
た
再
延
長

措
置
も
あ
っ
て
、
一
一
月
二
九
日
時

点
で
は
前
週
か
ら
二
五
万
人
増
加
し

九
三
万
三
〇
〇
〇
人
と
な
っ
た
。

　
失
業
給
付
受
給
者
は
失
業
者
の
約

三
七
％

　

一
二
月
五
日
に
発
表
さ
れ
た
一
一

月
期
に
関
す
る
『
雇
用
統
計
』
で
は
、

非
農
業
部
門
の
失
業
者
数
が
一
〇
三

〇
万
人
に
達
し
、
失
業
率
は
一
〇
月

の
六
・
五
％
か
ら
〇
・
二
ポ
イ
ン
ト

上
昇
し
六
・
七
％
と
な
っ
た
（
３
）。

な
お
、
一
二
月
一
九
日
に
発
表
さ
れ

た
州
別
の
失
業
率
で
は
ミ
シ
ガ
ン
州

が
最
も
高
い
九
・
六
％
に
達
し
て
い

る
（
４
）。

　

就
業
者
数
は
二
〇
〇
八
年
一
月
か

ら
一
貫
し
て
減
少
し
て
い
る
。
一
〇

月
の
減
少
幅
は
前
月
四
〇
万
人
か
ら

三
二
万
人
に
縮
小
し
た
が
、
一
一
月

期
一
カ
月
の
減
少
数
は
五
三
万
三
〇

〇
〇
人
に
達
し
た
（
図
３
参
照
）。

二
〇
〇
七
年
の
景
気
後
退
以
来
、
一

一
カ
月
間
に
喪
失
し
た
雇
用
機
会
は

一
九
〇
万
人
と
さ
れ
て
い
る
（
３
）。

　

失
業
は
長
期
化
す
る
傾
向
が
見
ら

れ
る
。
失
業
者
中
、
一
五
週
以
上
二

海
外
労
働
事
情

図２　失業保険給付者総数の推移（2007 年と 2008 年の比較）

図１　米国の失業保険新規申請者数
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六
週
未
満
が
一
七
〇
万
人
強
、
二
七

週
間
以
上
の
失
業
状
態
が
二
二
〇
万

人
強
と
な
っ
て
い
る
。
最
近
の
一
五

週
以
上
の
長
期
失
業
者
数
の
推
移
は

図
４
の
と
お
り
（
３
）。

　

失
業
者
が
増
加
す
る
中
、
失
業
保

険
給
付
制
度
を
改
善
す
べ
き
と
す
る

レ
ポ
ー
ト
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
セ

ン
タ
ー
・
フ
ォ
ー
・
ア
メ
リ
カ
ン
・

プ
ロ
グ
レ
ス
が
一
一
月
一
四
日
に
発

表
し
た
レ
ポ
ー
ト
に
よ
る
と
、
就
業

条
件
が
合
致
せ
ず
、
失
業
し
て
も
、

実
際
に
失
業
保
険
給
付
を
受
け
ら
れ

る
の
は
約
三
七
％
に
止
ま
っ
て
い
る

と
い
う
（
５
）。
州
政
府
に
よ
る
失

業
保
険
給
付
の
適
格
者
判
断
は
、
一

九
三
五
年
に
制
度
が
で
き
て
か
ら
改

正
さ
れ
な
い
ま
ま
運
用
さ
れ
て
お
り
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
、
女
性
労
働

者
、
低
賃
金
労
働
者
、
高
離
職
率
の

職
場
と
い
っ
た
現
在
の
労
働
市
場
の

特
徴
は
、
制
度
の
創
設
時
に
は
想
定

し
て
い
な
か
っ
た
た
め
だ
と
指
摘
し

て
い
る
。
ま
た
、
失
業
保
険
で
給
付

を
受
け
ら
れ
る
額
は
全
米
平
均
で
一

週
間
に
二
九
三
ド
ル
で
、
こ
れ
は
平

均
賃
金
の
三
五
％
に
相
当
す
る
額
で

あ
る
。
こ
れ
は
連
邦
政
府
が
失
業
保

険
制
度
で
想
定
す
る
従
前
賃
金
の
五

〇
％
を
大
き
く
下
回
る
水
準
と
な
っ

て
い
る
と
指
摘
す
る
。

次
期
大
統
領
、
市
場
経
済
優
先
策

を
転
換
へ

　

オ
バ
マ
次
期
大
統
領
は
、
一
一
月

二
四
日
の
記
者
会
見
で
、
二
〇
一
一

年
一
月
ま
で
に
二
五
〇
万
人
規
模
の

雇
用
創
出
策
を
検
討
し
て
い
る
と
発

表
し
た
（
そ
の
後
、
一
二
月
一
九
日

の
会
見
で
三
〇
〇
万
人
規
模
に
拡

大
）。

　

オ
バ
マ
次
期
大
統
領
に
よ
る
雇
用

創
出
策
は
、
大
規
模
イ
ン
フ
ラ
投
資
、

す
な
わ
ち
道
路
の
敷
設
、
橋
梁
の
建

設
、
学
校
、
医
療
シ
ス
テ
ム
の
近
代

化
の
推
進
を
主
軸
と
し
て
お
り
、
市

場
経
済
を
優
先
し
主
に
法
人
を
対
象

と
す
る
減
税
策
が
中
心
で
あ
っ
た
雇

用
対
策
か
ら
大
き
く
転
換
す
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
。

　

オ
バ
マ
次
期
大
統
領
は
、
産
業
と

し
て
の
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の

投
資
を
掲
げ
て
お
り
、
風
力
発
電
、

太
陽
光
発
電
、
高
燃
料
効
率
車
の
開

発
、
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
の
開
発

へ
の
投
資
に
よ
り
雇
用
創
出
を
図
る

考
え
で
あ
る
（
６
）。

　

こ
の
雇
用
対
策
案
に
対
し
て
、
Ａ

Ｆ
Ｌ
・
Ｃ
Ｉ
Ｏ
（
全
米
労
働
総
同
盟

産
別
会
議
）、
全
米
商
業
会
議
所
は

と
も
に
、
基
本
的
な
考
え
方
に
賛
成

す
る
と
し
た
上
で
、
具
体
策
が
ま
だ

発
表
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
月
の
政
権

発
足
後
に
具
体
化
す
る
雇
用
政
策
の

議
論
の
中
で
労
使
双
方
の
雇
用
創
出

策
を
提
案
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
と

し
て
い
る
（
７
）。
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連
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用
訓
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）

３
．
労
働
統
計
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
１
）

（http://w
w
w
.bls.gov/new

s.release/
pdf/em

psit.pdf

）

４
．
労
働
統
計
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
２
）（
州

別
失
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率
＝http://w

w
w
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w
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m
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）
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．
オ
バ
マ
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バ
イ
デ
ン
次
期
政
権
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
参
照

（http://origin.barackobam
a.com

/
issues/econom

y/

）

７
．
メ
ー
ル
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る

【
参
考
資
料
】

〝D
aily L
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eport

〞, N
ov. 25, 

D
ec. 19, 2008,. B

N
A

（
国
際
研
究
部　

北
澤
謙
）

ド
イ
ツ
①

最
賃
関
連
二
法
案
の
成
立
に

暗
雲―

―

国
会
審
議
難
航
、

廃
案
の
可
能
性
も

　

最
低
賃
金
関
連
二
法
案
（
労
働
者

送
り
出
し
法
お
よ
び
最
低
労
働
条
件

法
）（
１
）
の
成
立
に
暗
雲
が
立
ち
こ

め
て
い
る
。
二
法
案
は
昨
年
七
月
に

難
航
の
末
に
閣
議
決
定
に
漕
ぎ
着
け
、

そ
の
後
一
〇
月
に
国
会
審
議
に
付
さ

れ
た
も
の
の
、
〇
八
年
内
に
は
成
立

に
至
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
廃
案

の
可
能
性
ま
で
出
て
き
た
。
主
な
理

由
の
一
つ
は
、
送
り
出
し
法
の
業
種

選
定
に
関
す
る
連
立
作
業
部
会
の
検

討
が
暗
礁
に
乗
り
上
げ
て
い
る
こ
と

だ
。

　

ま
た
、
最
賃
実
施
状
況
の
実
施
監

督
に
関
す
る
規
定
の
不
備
を
理
由
に
、

州
政
府
も
異
議
を
唱
え
だ
し
た
。
加

え
て
、
送
り
出
し
法
に
基
づ
き
導
入

さ
れ
た
郵
便
業
の
最
賃
を
違
法
と
し

た
一
審
判
決
（
２
）
を
不
服
と
し
た

連
邦
労
働
社
会
省
の
控
訴
を
、
上
級

行
政
裁
判
所
が
棄
却
し
た
。
こ
れ
ら

に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社

会
同
盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
・
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）
は
、

図３　就業者数と失業者数の推移

図４　長期失業者数の推移
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反
対
の
動
き
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。

首
相
「
協
約
自
治
が
最
優
先
」

　

両
法
案
の
う
ち
、
労
働
者
送
り
出

し
法
の
適
用
に
よ
る
最
賃
導
入
を
求

め
て
労
使
団
体
が
政
府
に
申
請
を
出

し
た
業
種
は
、
労
働
者
派
遣
、
介
護
、

保
安
警
備
、
ゴ
ミ
処
理
、
生
涯
教
育
、

訓
練
、
林
業
サ
ー
ビ
ス
、
業
務
用
繊

維
製
品
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、
鉱
山
特
殊

業
務―

―

の
八
業
種
に
及
ん
で
い
る
。

閣
議
決
定
で
は
、
新
た
な
業
種
選
定

手
続
を
シ
ョ
ル
ツ
労
働
社
会
相
が
率

い
る
作
業
部
会
に
委
ね
る
こ
と
と
さ

れ
た
が
、
閣
議
決
定
直
後
か
ら
早
く

も
、
社
会
民
主
党（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）と
Ｃ
Ｄ

Ｕ
・
Ｃ
Ｓ
Ｕ
の
両
陣
営
の
意
見
の
食

い
違
い
が
目
立
ち
、
各
界
か
ら
法
案

修
正
を
求
め
る
声
が
あ
が
っ
て
い
た
。

　

閣
議
決
定
後
の
記
者
会
見
で
メ
ル

ケ
ル
首
相
は
、「
労
働
者
派
遣
業
界
に

は
様
々
な
労
働
協
約
が
存
在
す
る
が
、

賃
金
ダ
ン
ピ
ン
グ
は
み
ら
れ
な
い
。

労
働
者
派
遣
業
は
ド
イ
ツ
の
フ
レ
キ

シ
ビ
リ
テ
ィ
の
柱
。
既
に
労
働
協
約

も
存
在
し
、
一
律
最
低
賃
金
の
必
要

は
な
い
」
と
し
て
、
労
働
者
派
遣
業

へ
の
最
賃
導
入
を
拒
む
意
向
を
表
明

し
た
。ま
た
、法
案
の
解
釈
を
め
ぐ
っ

て
も
、「
国
に
よ
る
最
低
賃
金
設
定
は

雇
用
に
悪
影
響
を
も
た
ら
す
。
法
案

で
は
、
協
約
自
治
が
国
家
の
賃
金
設

定
に
優
先
す
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し

た
」
と
の
見
解
を
示
し
、
失
業
給
付

（
Ａ
Ｌ
Ｇ
Ⅱ
）
が
最
低
賃
金
の
機
能

を
果
た
し
て
い
る
こ
と
や
、
低
賃
金

で
あ
っ
て
も
職
が
あ
る
こ
と
の
重
要

性
を
強
調
し
た
。

　

他
方
、
シ
ョ
ル
ツ
労
働
社
会
相
は
、

申
請
済
み
の
八
業
種
に
つ
い
て
は
送

り
出
し
法
の
対
象
と
な
る
と
見
込
ん

で
い
た
だ
け
に
、「
与
党
内
で
の
合
意

で
は
、
業
種
選
定
は
作
業
部
会
の
決

定
事
項
だ
」
な
ど
と
強
く
反
発
し
、

作
業
部
会
で
の
検
討
に
意
気
込
み
を

み
せ
て
い
た
。

労
働
社
会
相
「
市
場
経
済
に
不
可

欠
な
制
度
」

　

こ
う
し
て
国
会
審
議
に
備
え
た
与

党
内
の
攻
防
が
続
く
な
か
、
両
法
案

の
第
一
読
会
が
一
〇
月
二
八
日
に
行

わ
れ
た
。
趣
旨
説
明
に
立
っ
た
シ
ョ

ル
ツ
労
働
社
会
相
は
ま
ず
、「
リ
ベ
ラ

ル
な
銀
行
家
で
さ
え
一
定
の
国
家
の

介
入
を
評
価
し
て
お
り
、
経
済
プ
ロ

セ
ス
へ
の
国
家
の
役
割
に
つ
い
て
は

何
の
疑
い
も
な
い
は
ず
だ
。
こ
う
し

た
認
識
が
金
融
危
機
以
前
に
共
有
さ

れ
な
か
っ
た
の
は
残
念
だ
が
、
こ
れ

を
契
機
に
国
家
不
介
入
が
誤
り
で
あ

る
こ
と
を
教
訓
と
す
べ
き
だ
。
従
来

の
よ
う
に
協
約
適
用
率
が
高
け
れ
ば

問
題
な
い
が
、
現
状
で
は
国
に
よ
る

最
賃
規
制
は
不
可
欠
だ
」
と
訴
え
た
。

　

そ
の
う
え
で
、「
各
業
種
の
安
定
が

労
使
自
治
に
委
ね
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、

国
家
介
入
に
よ
り
最
悪
の
事
態
を
防

が
な
け
れ
ば
、
や
が
て
は
民
主
主
義

の
正
当
性
が
危
機
に
瀕
す
る
」
と
述

べ
、「
低
賃
金
部
門
が
拡
大
し
て
い
て

も
、
最
低
賃
金
を
必
要
悪
と
捉
え
る

人
が
多
い
。
最
低
賃
金
は
ロ
マ
ン

チ
ッ
ク
な
社
会
理
念
で
は
な
く
、
市

場
経
済
に
不
可
欠
な
制
度
基
盤
と
捉

え
る
こ
と
が
重
要
だ
」と
解
説
。ま
た
、

ザ
ク
セ
ン
州
の
有
資
格
の
美
容
師
が

フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
も
月
収
七
五

五
ユ
ー
ロ
で
あ
る
こ
と
や
、
ブ
ラ
ン

デ
ン
ブ
ル
ク
州
の
フ
ル
タ
イ
ム
の
警

備
員
の
月
収
が
一
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
以

下
と
い
っ
た
例
を
挙
げ
、「
働
い
て
い

て
も
国
の
援
助
な
し
で
は
家
賃
が
払

え
な
い
、
家
族
を
養
え
な
い
と
い
っ

た
例
が
限
り
な
く
あ
る
状
況
は
尋
常

で
は
な
い
」
な
ど
と
最
賃
規
制
の
必

要
性
を
再
確
認
し
、
今
後
の
作
業
部

会
で
検
討
に
強
い
意
欲
を
滲
ま
せ
た
。

派
遣
業
の
送
り
出
し
法
適
用
で
調

整
難
航

　

だ
が
、
肝
心
の
連
立
作
業
部
会
で

の
業
種
選
定
に
関
す
る
調
整
・
交
渉

は
難
航
し
て
お
り
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

が
大
幅
に
遅
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
昨
年
ク
リ
ス

マ
ス
前
の
連
邦
議
会
で
の
可
決
は
見

送
ら
れ
、
そ
の
後
の
連
邦
参
議
院
で

の
審
議
も
今
年
二
月
以
降
に
ず
れ
こ

み
、
法
規
命
令
に
よ
る
具
体
的
な
最

賃
導
入
は
夏
以
降
と
な
る
見
通
し
が

濃
厚
と
な
っ
た
。

　

全
体
的
に
み
れ
ば
、
作
業
部
会
で

の
検
討
は
順
調
に
進
ん
で
い
る
。
例

え
ば
、
介
護
業
界
へ
の
最
賃
導
入
に

つ
い
て
は
あ
る
程
度
の
進
展
が
み
ら

れ
た
。
介
護
業
界
の
就
労
者
の
五

〇
％
は
教
会
施
設
で
働
い
て
い
る
が
、

教
会
側
が
就
業
者
約
四
五
万
人
を
対

象
に
共
通
の
最
賃
設
定
を
行
う
方
向

に
前
向
き
な
姿
勢
を
示
し
た
。
介
護

に
従
事
す
る
就
業
者
の
賃
金
そ
の
他

の
労
働
条
件
は
こ
れ
ま
で
、
労
働
組

合
で
は
な
く
、
従
業
員
代
表
と
教
会

の
使
用
者
側
代
表
と
が
構
成
す
る
委

員
会
で
決
定
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ

る
。
こ
れ
ま
で
教
会
側
は
最
低
賃
金

の
適
用
に
拒
否
し
て
き
た
が
、
柔
軟

な
姿
勢
に
転
じ
て
い
る
。

　

ま
た
、
廃
棄
物
処
理
事
業
に
つ
い

て
は
、
自
治
体
の
使
用
者
連
盟
（
Ｖ

Ｋ
Ａ
）
と
民
間
の
使
用
者
連
盟
（
Ｂ

Ｄ
Ｅ
）
が
、統
一
サ
ー
ビ
ス
労
組
（
ｖ

ｅ
ｒ
．
ｄ
ｉ
）
と
の
間
で
最
低
賃
金

協
約
を
締
結
し
て
い
な
い
こ
と
が
問

題
と
さ
れ
て
い
た
が
、
ま
も
な
く
締

結
さ
れ
る
見
通
し
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
。

　

問
題
は
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
・
Ｃ
Ｓ
Ｕ
側
の

反
発
が
強
い
約
七
〇
万
人
の
労
働
者

を
擁
す
る
派
遣
業
界
へ
の
送
り
出
し

法
の
適
用
だ
。
派
遣
業
で
は
、
送
り

出
し
法
の
適
用
申
請
を
行
っ
た
労
使

団
体
以
外
が
締
結
し
た
賃
金
協
約
が

既
に
存
在
し
て
い
る
た
め
、
統
一
的

な
最
賃
導
入
へ
の
反
発
が
強
い
。
ラ

ル
フ
・
ブ
ラ
ウ
ク
ジ
ー
ペ
・
社
会
政

策
専
門
議
員
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
は
、「
検
討

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
遅
延
は
織
り
込
み

済
み
だ
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
時
間

的
制
約
は
な
い
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て

い
る
。
ま
た
、
業
務
用
繊
維
製
品
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
業
も
、
同
様
の
理
由
で

最
賃
導
入
へ
の
抵
抗
が
強
く
、
交
渉

は
一
筋
縄
に
は
い
か
な
い
。

　

連
邦
議
会
労
働
社
会
委
員
会
が
昨

年
一
一
月
三
日
に
開
催
し
た
公
開
ヒ

ア
リ
ン
グ
で
も
、
派
遣
業
へ
の
最
賃

導
入
を
め
ぐ
る
労
使
の
意
見
対
立
が

鮮
明
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
最
大
の
派

遣
業
者
ラ
ン
ト
シ
ュ
タ
ッ
ト
・
オ
ス

ト
の
ス
ヴ
ェ
ン
・
テ
ッ
ヒ
従
業
員
代

表
委
員
は
、「
労
働
協
約
の
形
骸
化
が

進
ん
で
い
る
た
め
、
最
低
賃
金
を
定

め
る
必
要
が
あ
る
。
派
遣
労
働
者
の

多
く
は
、
補
足
的
な
社
会
給
付
な
し

で
は
生
活
し
て
い
け
な
く
な
っ
て
い

る
」
と
訴
え
た
。
他
方
、
ド
イ
ツ
使

用
者
団
体
連
合
（
Ｂ
Ｄ
Ａ
）
代
表
の

ロ
ー
ラ
ン
ド
・
ヴ
ォ
ル
フ
氏
は
、「
派

遣
業
界
の
協
約
拘
束
率
は
ほ
ぼ
一
〇

〇
％
で
、
最
賃
設
定
は
不
要
。
協
約

自
治
を
制
限
す
べ
き
で
は
な
い
」
と

の
見
解
を
示
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、

ド
イ
ツ
労
働
総
同
盟
（
Ｄ
Ｇ
Ｂ
）
の

ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ド
ン
ブ
レ
氏
は
、

「
派
遣
業
の
協
約
適
用
率
が
高
い
と

い
う
使
用
者
側
の
主
張
は
、
現
場
の

実
情
を
無
視
し
た
も
の
だ
」
と
強
く

反
発
し
て
い
る
。

州
政
府
、
最
賃
実
施
状
況
の
監
督

規
定
に
異
議

　

他
方
、
州
政
府
か
ら
も
両
法
案
の

監
督
規
定
に
つ
い
て
異
議
が
出
さ
れ

て
い
る
。
法
案
で
は
、
送
り
出
し
法

に
関
す
る
各
事
業
所
の
監
督
は
連
邦

レ
ベ
ル
で
、
最
低
労
働
条
件
法
の
監

督
は
州
レ
ベ
ル
で
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
州
側
で
は
、

監
督
任
務
の
州
政
府
へ
の
押
し
付
け
、

あ
る
い
は
連
邦
レ
ベ
ル
の
監
督
経
費

節
減
が
連
邦
政
府
の
狙
い
だ
と
す
る

批
判
が
あ
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
送

り
出
し
法
で
は
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
違

反
者
に
対
す
る
罰
金
に
関
す
る
規
定

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
最
低
労

働
条
件
法
に
は
州
政
府
に
よ
る
最
低

賃
金
違
反
の
告
訴
は
可
能
で
あ
る
が
、

罰
金
に
関
す
る
定
め
は
な
い
。
州
政
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府
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
一
貫
し
た

監
督
を
訴
え
、
法
案
修
正
の
方
向
性

次
第
で
は
紛
争
調
停
委
員
会
に
か
け

る
意
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

バ
ー
デ
ン
・
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク

州
社
会
相
の
モ
ニ
カ
・
シ
ュ
ト
ル
ツ

氏
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
は
、「
最
低
賃
金
関
連

法
は
、
実
施
監
督
に
つ
い
て
連
邦
レ

ベ
ル
と
州
レ
ベ
ル
の
二
重
管
轄
を
生

み
出
す
と
い
う
非
効
率
を
生
む
。
連

邦
議
会
が
こ
の
問
題
を
考
慮
し
な
け

れ
ば
、
紛
争
調
停
委
員
会
に
委
ね
る

し
か
な
い
」
な
ど
と
コ
メ
ン
ト
し
て

い
る
。

郵
便
業
の
最
賃
、
控
訴
審
も
違
法

と
判
断

　

こ
れ
に
加
え
、
ベ
ル
リ
ン
・
ブ
ラ

ン
デ
ン
ブ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
は

昨
年
一
二
月
一
八
日
、
郵
便
業
最
賃

を
定
め
た
法
規
命
令
を
違
法
と
し
た

ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
判
決
を
不
服

と
し
た
連
邦
政
府
の
控
訴
を
、「
協
約

対
象
の
労
働
者
の
み
な
ら
ず
、
業
界

全
体
の
最
低
賃
金
を
一
括
し
て
定
め

る
の
は
、
連
邦
政
府
の
越
権
行
為
」

と
し
て
棄
却
、
第
一
審
判
決
を
支
持

し
た
。

　

ド
イ
ツ
で
は
〇
八
年
一
月
、
送
り

出
し
法
の
手
続
に
基
づ
き
、
郵
便
業

で
働
く
約
二
二
万
人
を
対
象
と
し
て
、

郵
便
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
連
合
会
と
統

一
サ
ー
ビ
ス
労
組（
ｖ
ｅ
ｒ
．
ｄ
ｉ
）

の
最
低
賃
金
協
約
が
定
め
る
最
低
賃

金
を
郵
便
業
全
体
に
導
入
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
郵
便
配
達
労
働
者
に
つ

い
て
は
旧
西
独
地
域
で
時
間
当
た
り

九
・
八
ユ
ー
ロ
、
旧
東
独
地
域
で
九

ユ
ー
ロ
、
郵
便
仕
分
け
労
働
者
が
旧

西
独
地
域
八
・
四
ユ
ー
ロ
、
旧
東
独

地
域
八
・
〇
ユ
ー
ロ
の
最
賃
が
導
入

さ
れ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
郵
便
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
連
合
会
に
加
盟
し
て
い
な
い
競

合
企
業
の
Ｐ
Ｉ
Ｎ
グ
ル
ー
プ
や
Ｔ
Ｎ

Ｔ
ポ
ス
ト
が
「
競
争
上
不
利
な
立
場

に
立
た
さ
れ
る
」
と
し
て
強
く
抵
抗

し
た
。
両
者
が
結
成
す
る
連
邦
宅
急

便
サ
ー
ビ
ス
連
盟
（
Ｂ
ｄ
Ｋ
Ｅ
Ｐ
）

は
、
新
郵
便
・
配
達
サ
ー
ビ
ス
労
働

組
合
（
Ｇ
Ｎ
Ｂ
Ｚ
）（
３
）
と
の
間
で

別
の
最
低
賃
金
協
約
を
締
結
し
て
い

る
。
だ
が
、
郵
便
業
へ
の
一
律
最
賃

の
導
入
に
よ
り
、
Ｐ
Ｉ
Ｎ
グ
ル
ー
プ

株
主
大
手
の
ア
ク
セ
ル
・
シ
ュ
プ
リ

ン
ガ
ー
社
が
、
競
争
力
喪
失
を
見
込

ん
で
Ｐ
Ｉ
Ｎ
グ
ル
ー
プ
へ
の
出
資
凍

結
を
発
表
し
、そ
の
結
果
、同
グ
ル
ー

プ
の
配
達
業
者
の
大
半
が
最
賃
を
理

由
に
破
産
申
請
に
追
い
込
ま
れ
、
多

く
の
労
働
者
が
解
雇
さ
れ
た
。

　

Ｐ
Ｉ
Ｎ
グ
ル
ー
プ
、
Ｔ
Ｎ
Ｔ
ポ
ス

ト
、
及
び
Ｂ
ｄ
Ｋ
Ｅ
Ｐ
は
〇
八
年
一

月
、
連
邦
政
府
に
よ
る
郵
便
最
賃
の

導
入
を
、
公
正
競
争
を
阻
害
す
る
も

の
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
に

提
訴
し
た
。
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
所

は
〇
八
年
三
月
、
郵
便
事
業
の
最
賃

に
違
法
判
決
を
下
し
た
が
、
今
回
の

上
訴
審
で
も
、
同
様
の
見
解
を
示
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
判
決
で
は
、
送

り
出
し
法
に
基
づ
い
て
発
布
さ
れ
た

法
規
命
令
が
、
適
用
対
象
の
協
約
が

な
い
当
事
者
の
み
な
ら
ず
、
既
存
の

協
約
の
適
用
を
受
け
る
当
事
者
を
含

む
業
種
全
体
を
拘
束
す
る
こ
と
が
、

送
り
出
し
法
の
授
権
範
囲
を
越
え
る

も
の
と
さ
れ
た
。

　

今
回
の
判
決
を
受
け
て
Ｃ
Ｄ
Ｕ
・

Ｃ
Ｓ
Ｕ
側
は
、「
他
業
種
へ
の
適
用
は

論
外
」
な
ど
と
シ
ョ
ル
ツ
労
働
社
会

相
へ
の
批
判
を
強
め
て
い
る
。
現
在

の
法
案
で
は
、
他
業
種
へ
の
最
賃
導

入
が
違
法
と
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る

た
め
、
原
案
の
ま
ま
で
の
法
案
の
可

決
に
は
疑
問
も
呈
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
選
挙
戦
が
近
づ
く
ほ
ど
、
与
党

内
の
両
陣
営
で
の
合
意
成
立
は
お
ぼ

つ
か
な
い
状
況
に
な
る
だ
け
に
、

シ
ョ
ル
ツ
労
働
社
会
相
に
と
っ
て
は
、

不
利
な
展
開
必
至
と
み
ら
れ
て
い
る
。

国
に
よ
る
最
賃
規
制
を
め
ぐ
る
一
連

の
混
乱
は
、
労
使
自
治
や
地
方
自
治

を
重
視
す
る
ド
イ
ツ
法
体
系
で
、
国

家
に
よ
る
最
賃
規
制
の
導
入
が
構
造

上
い
か
に
困
難
か
を
物
語
る
も
の
と

い
え
よ
う
。

〔
注
〕

１
．
閣
議
決
定
さ
れ
た
関
連
二
法
案
に
関

す
る
詳
細
は
、
本
誌
〇
八
年
一
〇
月
号

「
最
低
賃
金
制
度
を
め
ぐ
る
欧
米
諸
国

の
最
近
の
動
向
」（
三
四
〜
三
六
頁
）
を

参
照
。

２
．
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
の
判
決
に
関

す
る
詳
細
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
海
外
労
働
情
報
二
〇
〇
八
年
四
月
」

（http://w
w
w
.jil.go.jp/foreign/

jihou/2008_4/germ
an_01.htm

）

を

参
照
。

３
． 

も
っ
と
も
ケ
ル
ン
労
働
裁
判
所
は
〇

八
年
一
〇
月
三
〇
日
、
ｖ
ｅ
ｒ
．
ｄ
ｉ

の
訴
え
に
対
し
、
Ｇ
Ｎ
Ｂ
Ｚ
に
は
労
働

協
約
締
結
権
が
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

【
参
考
資
料
】

海
外
委
託
調
査
員
月
例
報
告
、
連
邦
労
働

社
会
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、G

ardian.co.
uk, H

andelsblatt

（
〇
八
年
一
一
月
五
日
、

一
一
月
二
八
日
、
一
二
月
一
八
日
）

（
国
際
研
究
部
）

ド
イ
ツ
②

雇
用
保
険
料
引
き
下
げ
へ―

―

政
府
、
現
状
維
持
派
を
押

し
切
る

　

連
邦
政
府
は
〇
八
年
一
〇
月
一
五

日
、
〇
九
年
か
ら
雇
用
保
険
料
を
現

在
の
三
・
三
％
か
ら
三
・
〇
％
に
引

き
下
げ
、
こ
れ
に
加
え
て
一
八
カ
月

間
の
限
り
二
・
八
％
ま
で
引
き
下
げ

る
時
限
措
置
を
講
じ
る
閣
議
決
定
に

至
っ
た
。
失
業
の
減
少
傾
向
に
よ
り
、

〇
八
年
一
〇
月
の
失
業
水
準
は
過
去

一
七
年
で
最
も
低
水
準
で
、
三
〇
〇

万
人
を
下
回
っ
た
。
こ
の
た
め
、
失

業
保
険
収
支
が
黒
字
と
な
り
、
十
分

な
積
立
金
が
プ
ー
ル
さ
れ
た
。
こ
の

積
立
金
を
、
失
業
保
険
料
率
を
二
・

八
％
と
す
る
一
八
カ
月
間
の
減
収
分

に
充
当
す
る
。
ド
イ
ツ
の
雇
用
保
険

料
率
は
〇
六
年
時
点
で
は
六
・
五
％

と
か
な
り
高
水
準
で
、
こ
こ
数
年
政

府
は
、
毎
年
雇
用
保
険
料
率
の
引
き

下
げ
を
行
っ
て
き
た
。
今
回
の
料
率

改
定
に
よ
り
、
僅
か
二
年
間
の
引
き

下
げ
幅
が
五
〇
％
以
上
に
及
ぶ
が
、

そ
れ
で
も
日
本
の
雇
用
保
険
料
率

（
一
・
五
％
）
を
大
幅
に
上
回
る
水

準
だ
。

労
使
折
半
に
よ
る
社
会
保
険
料
率
、

全
体
で
三
九
・
二
五
％
へ

　

今
回
の
雇
用
保
険
料
の
引
き
下
げ

は
、
医
療
保
険
料
の
〇
・
六
％
の
引

き
上
げ
と
抱
き
合
わ
せ
で
実
施
さ
れ
、

労
使
折
半
に
よ
る
社
会
保
険
料
率
は

全
体
で
三
九
・
二
五
％
と
な
る
。
現

行
料
率
の
三
九
・
一
六
％
を
や
や
上

回
る
も
の
の
、
連
立
政
権
合
意
書
が

掲
げ
た
負
担
率
上
限
の
四
〇
％
以
内

に
収
ま
る
。
ド
イ
ツ
の
雇
用
保
険
料

は
、
〇
六
年
時
点
で
は
六
・
五
％
と

か
な
り
高
水
準
だ
っ
た
が
、
〇
七
年

に
四
・
二
％
、
〇
八
年
で
三
・
三
％

と
漸
次
引
き
下
げ
を
実
施
し
て
き

た
。 

　

今
回
の
改
定
は
最
も
引
き
下
げ
幅

が
大
き
い
が
、
そ
れ
で
も
日
本
の
料

率
よ
り
か
な
り
高
い
水
準
だ
。
今
回

の
政
府
案
に
対
し
左
派
党
は
、
景
気

後
退
や
マ
イ
ナ
ス
成
長
を
理
由
に
現

行
料
率
の
維
持
を
求
め
る
案
を
国
会

に
提
出
し
て
い
た
ほ
か
、
雇
用
エ
ー

ジ
ェ
ン
シ
ー
も
慎
重
な
姿
勢
を
示
し

て
い
た
が
、
最
終
的
に
は
政
府
案
で

〇
八
年
一
二
月
の
国
会
通
過
に
至
っ

た
。



海外労働事情

Business Labor Trend 2009.2

46

　

他
方
、
医
療
保
険
料
率
は
一
二
・

二
％
〜
一
七
・
四
％
と
こ
れ
ま
で
保

険
団
体
に
よ
っ
て
料
率
が
異
な
っ
て

お
り
、
平
均
で
一
四
・
九
％
だ
っ
た
。

今
回
の
料
率
改
定
は
、
〇
九
年
か
ら

の
保
険
料
徴
収
一
元
化
に
伴
う
も
の
。

新
た
な
統
一
料
率
は
一
五
・
五
％
と

な
り
、
徴
収
業
務
は
〇
七
年
に
設
立

さ
れ
た
健
康
基
金
が
一
括
し
て
行
う
。

保
険
料
の
統
一
の
狙
い
は
、
拡
大
の

一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
医
療
費
負
担

に
つ
い
て
、
国
民
全
員
が
同
条
件
で

保
険
給
付
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
。
統
一
料
率
に
つ
い
て
〇
八

年
一
〇
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
政
府
と

保
険
団
体
と
の
調
整
は
、
被
保
険
者

の
負
担
が
増
加
す
る
こ
と
か
ら
、
ぎ

り
ぎ
り
ま
で
難
航
を
極
め
た
。
保
険

団
体
は
一
五
・
八
％
を
要
求
し
て
い

た
が
、
政
府
は
、
燃
料
・
食
糧
費
の

高
騰
に
よ
る
国
民
負
担
増
を
考
慮
し

て
一
五
・
五
％
で
押
し
切
り
、
こ
れ

と
並
行
し
て
、
国
庫
か
ら
法
定
疾
病

保
険
へ
の
四
〇
億
ユ
ー
ロ
の
拠
出
が

決
ま
っ
た
。

【
資
料
出
所
】

海
外
委
託
調
査
員
月
例
報
告

（
国
際
研
究
部
）

フ
ラ
ン
ス
①

日
曜
日
労
働
の
解
禁
法
案
、

国
会
提
出―

強
気
の
大
統

領
、
与
党
内
の
反
対
論
押
し

切
る

　

サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
一
二
月
一
六

日
、
日
曜
労
働
を
解
禁
す
る
法
案
を

国
会
に
提
出
し
た
。
日
曜
労
働
の
解

禁
は
、
金
融
・
経
済
危
機
へ
の
対
応

策
の
一
環
と
し
て
、
一
〇
月
末
に
同

大
統
領
が
発
表
し
た
雇
用
に
関
す
る

行
動
計
画
「
金
融
危
機
の
雇
用
に
対

す
る
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
主
た

る
方
策
」
の
柱
の
一
つ
。
フ
ラ
ン
ス

社
会
の
慣
習
に
関
わ
る
問
題
だ
け
に
、

野
党
だ
け
で
は
な
く
、
与
党
内
に
も

反
対
論
が
強
か
っ
た
。「
働
き
た
い

人
が
、
よ
り
働
き
、
よ
り
稼
ぐ
」
を

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
る
同
大
統
領
が

半
ば
強
引
に
国
会
に
法
案
を
持
ち
込

ん
だ
格
好
だ
。
年
明
け
に
審
議
が
本

格
化
す
る
。

報
酬
は
二
倍
、
希
望
者
の
み
で
拒

否
権
設
定
も

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
労
働
者
は
連
続

し
て
週
六
日
以
上
労
働
し
て
は
な
ら

ず
、
日
曜
日
を
休
息
日
と
す
る
こ
と

が
、
労
働
法
典
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
規
則
へ
の
違
反
は
明
確
な
違
法

行
為
と
し
て
み
な
さ
れ
る
が
、
交
通

機
関
、
病
院
、
ホ
テ
ル
、
飲
食
業
、

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
レ
ジ
ャ
ー
施
設
、

そ
し
て
法
定
指
定
観
光
地
域
な
ど
は
、

例
外
と
し
て
日
曜
日
の
営
業
が
認
め

ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
大
都
市
郊

外
の
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

な
ど
は
、
営
業
申
請
を
し
て
認
め
ら

れ
れ
ば
、
期
限
付
き
営
業
許
可
が
与

え
ら
れ
る
。
労
働
法
典
に
は
一
八
〇

も
の
例
外
措
置
（
１
）
が
盛
り
込
ま

れ
て
お
り
、
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
（
国
立
統

計
研
究
所
）
に
よ
る
と
、
現
在
七
四

〇
万
人
が
日
曜
日
に
も
働
い
て
お
り
、

そ
の
う
ち
日
曜
日
の
労
働
が
慣
例
化

し
て
い
る
人
は
三
四
〇
万
人
に
の
ぼ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
被
用
者
の
四
人
に
一

人
が
定
期
不
定
期
の
如
何
に
か
か
わ

ら
ず
日
曜
日
に
働
い
て
い
る
現
状
に

あ
っ
て
、「
日
曜
日
は
労
働
し
て
は
な

ら
な
い
」
と
い
う
規
定
は
、
あ
ま
り

に
も
現
実
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
と

い
う
の
が
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の
主

張
だ
。
法
案
を
作
成
し
た
与
党
の
リ

シ
ャ
ー
ル
・
マ
リ
エ
氏
は
、「
働
き
た

い
と
希
望
す
る
人
が
、
よ
り
働
き
、

よ
り
稼
ぐ
」
と
い
う
サ
ル
コ
ジ
流
原

則
に
の
っ
と
り
、
①
日
曜
勤
務
に
よ

る
報
酬
は
通
常
日
の
少
な
く
と
も
二

倍
に
す
る
②
日
曜
勤
務
は
希
望
者
の

み
と
す
る
③
「
拒
否
権
」
を
設
定
し
、

日
曜
勤
務
を
希
望
し
な
い
被
用
者
に

対
す
る
処
罰
、
差
別
的
措
置
、
解
雇

は
で
き
な
い―

―

と
い
う
内
容
を
盛

り
込
ん
だ
。

野
党
・
労
組
は
反
対
、
悪
影
響
を

懸
念
す
る
雇
用
主
も

　

サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
一
二
月
一
五

日
、
与
党
内
の
妥
協
を
図
る
た
め
、

金
融
危
機
対
策
会
議
を
開
き
、
席
上
、

「
現
状
維
持
で
は
許
さ
れ
な
い
。『
労

働
の
価
値
』（
２
）
で
我
々
は
国
民
に

選
ば
れ
た
の
だ
か
ら
、
日
曜
日
も
働

い
て
い
る
人
た
ち
が
今
後
も
日
曜
日

に
働
き
続
け
る
の
を
妨
げ
る
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
述
べ
、
六
〇
人
あ
ま

り
と
み
ら
れ
る
反
対
派
の
説
得
に
努

め
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
で
は
一
時

的
な
措
置
と
し
て
年
に
五
回
認
め
ら

れ
て
い
る
日
曜
日
の
労
働
を
、
年
に

一
〇
回
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
合

意
に
至
り
、
翌
一
六
日
、
大
統
領
は

半
ば
強
引
に
こ
の
法
案
を
国
会
に
提

出
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
野
党
・
社
会
党

は
「
労
働
者
の
権
利
を
侵
害
し
、
社

会
構
造
を
狂
わ
す
悪
法
を
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
生

活
や
共
に
生
き
る
我
々
の
や
り
方
に

直
に
影
響
す
る
こ
の
法
案
を
前
に
、

我
々
は
激
し
く
反
対
し
て
い
く
」
と

強
い
反
発
を
示
し
、
修
正
案
を
作
成

し
た
。
ま
た
、
労
組
も
「
そ
も
そ
も

賃
金
が
も
っ
と
高
け
れ
ば
、
日
曜
日

の
労
働
な
ど
必
要
で
は
な
い
」
と
主

張
し
て
い
る
。

　

一
方
、
雇
用
主
側
で
は
意
見
が
分

か
れ
て
い
る
。
経
営
者
団
体
の
Ｍ
Ｅ

Ｄ
Ｅ
Ｆ
（
フ
ラ
ン
ス
企
業
運
動
）
は
、

「
商
業
活
動
が
活
気
づ
く
」
と
法
案

を
評
価
し
つ
つ
も
、「
拒
否
権
」
に
つ

い
て
は
反
対
し
て
い
る
。
中
小
企
業

総
連
盟
や
、
職
人
連
合
、
そ
の
他
多

く
の
雇
用
主
組
合
は
、
日
曜
日
の
労

働
の
規
制
緩
和
に
よ
り
、
法
案
が
適

用
さ
れ
る
地
帯
の
付
近
に
あ
る
小
売

店
に
悪
影
響
が
出
る
こ
と
や
、
賃
金

の
不
平
等
が
生
じ
る
こ
と
に
強
い
懸

念
を
示
し
て
い
る
。

　

大
統
領
は
、
日
曜
日
の
営
業
の
拡

大
は
雇
用
機
会
に
つ
な
が
り
、
労
働

者
の
所
得
増
や
消
費
の
拡
大
、
ひ
い

て
は
景
気
回
復
を
も
た
ら
す
と
し
て
、

法
案
成
立
に
強
い
意
欲
を
示
し
て
い

る
が
、
与
党
内
で
も
未
だ
根
本
的
な

合
意
に
は
達
し
て
い
な
い
。
法
案
の

条
項
の
検
証
と
修
正
案
に
関
す
る
討

議
は
、
年
が
明
け
国
会
が
再
開
し
て

か
ら
本
格
化
す
る
。

〔
注
〕

１
．
例
外
措
置
に
は
、
大
き
く
分
け
て
「
正

当
な
権
利
と
し
て
の
例
外
措
置
」
と
「
一

時
的
な
例
外
措
置
」
の
二
つ
が
あ
る
。

ま
ず
、
活
動
の
停
止
が
技
術
的
に
不
可

能
で
、
そ
の
持
続
が
社
会
生
活
に
と
っ

て
必
然
的
で
あ
る
部
門
に
お
い
て
、「
正

当
な
権
利
と
し
て
の
例
外
措
置
」
が
認

め
ら
れ
る
。
多
く
の
公
的
サ
ー
ビ
ス
、

ホ
テ
ル
業
、
レ
ス
ト
ラ
ン
業
、
飲
食
店
、

花
屋
、
マ
ス
コ
ミ
関
連
の
企
業
、
芸
能

産
業
な
ど
が
対
象
。
二
〇
〇
五
年
度
に

は
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ（
造
園
）や
Ｄ
Ｖ
Ｄ（
レ

ン
タ
ル
）
屋
が
、
二
〇
〇
八
年
一
月
に

は
家
具
屋
も
リ
ス
ト
に
追
加
さ
れ
た
。

ま
た
、
食
品
の
小
売
業
も
店
の
規
模
に

か
か
わ
ら
ず
日
曜
の
朝
か
ら
正
午
ま
で

営
業
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
協
定
よ
る
、

連
続
的
な
作
動
を
必
要
と
す
る
産
業
向

け
の
措
置
も
、
こ
の
「
正
当
な
権
利
と

し
て
の
例
外
措
置
」
に
あ
た
る
。
一
方
、

企
業
が
「
全
て
の
賃
金
労
働
者
が
日
曜

に
休
暇
を
取
る
と
、
一
般
の
人
々
に
影

響
が
及
ぶ
、
も
し
く
は
企
業
の
通
常
の

業
務
に
支
障
を
き
た
す
」
と
い
う
こ
と

の
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

県
知
事
あ
る
い
は
市
長
が
労
働
期
間
を

限
定
し
た
上
で
、
労
働
を
許
可
す
る
こ

と
が
あ
る
。
こ
れ
を
「
一
時
的
な
例
外

措
置
」
と
い
う
。
県
知
事
は
「
観
光
地

や
温
泉
地
の
あ
る
自
治
体
、
ま
た
は
、

大
規
模
な
観
光
地
帯
」
あ
る
い
は
「
レ

ジ
ャ
ー
活
動
を
促
進
す
る
消
費
財
や

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
」
小
売
業
の
施

設
に
対
し
、
一
時
的
な
例
外
措
置
の
許

可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

デ
パ
ー
ト
な
ど
日
曜
日
は
通
常
営
業
し

て
い
な
い
施
設
に
つ
い
て
は
、
市
長
が

例
外
的
に
年
に
五
回
労
働
の
許
可
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
．
大
統
領
選
挙
戦
で
、
サ
ル
コ
ジ
氏
が

常
に
主
張
し
て
き
た
言
葉
。
同
氏
は
、「
よ

り
働
き
、
よ
り
稼
ぐ
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
掲
げ
、「
労
働
の
価
値
」
を
称
揚
し
て

き
た
。
選
挙
集
会
で
は
、「
も
っ
と
働
き
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た
い
と
望
む
人
に
は
、
可
能
性
を
つ
く
り
、

労
働
の
価
値
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
繰
り
返
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
勤
労
意
欲
や
競
争
意
識
の
向
上
の
必

要
性
を
強
く
訴
え
て
い
た
。

（
国
際
研
究
部
）

フ
ラ
ン
ス
②

三
兆
円
に
及
ぶ
経
済
刺
激
プ

ラ
ン
を
発
表―

企
業
支
援
重

視
に
批
判
の
声
も

　

フ
ラ
ン
ス
経
済
・
財
務
・
雇
用
省

が
一
一
月
二
七
日
に
発
表
し
た
雇
用

統
計
に
よ
る
と
、
一
〇
月
の
失
業
者

数
は
二
〇
〇
万
四
五
〇
〇
人
で
、
前

月
か
ら
四
万
六
九
〇
〇
人
（
二
・

四
％
）
増
加
し
た
。
二
〇
〇
万
人
を

超
え
た
の
は
二
〇
〇
七
年
五
月
以
来

で
、
景
気
悪
化
の
影
響
が
雇
用
に
も

及
ん
で
い
る
現
実
が
浮
き
彫
り
と

な
っ
た
。
世
界
的
な
金
融
危
機
の
中
、

イ
ン
フ
レ
や
経
済
成
長
の
鈍
化
を
危

惧
し
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
、
一
二

月
四
日
、「
今
日
の
活
動
を
支
援
し
、

明
日
の
競
争
力
を
高
め
る
」
た
め
に

投
資
を
優
先
し
た
新
た
な
経
済
刺
激

プ
ラ
ン
を
発
表
し
た
。
二
〇
〇
九
〜

一
〇
年
の
二
年
間
で
出
資
総
額
は
二

六
〇
億
ユ
ー
ロ
（
お
よ
そ
三
兆
円
）

に
及
ぶ
。
計
画
の
主
な
内
容
は
以
下

の
通
り
。

▽
公
的
資
金
投
資
の
追
加

　

公
共
投
資
と
し
て
、
お
よ
そ
一
〇

五
億
ユ
ー
ロ
を
追
加
支
出
す
る
。
具

体
的
に
は
、
国
が
四
〇
億
ユ
ー
ロ
、

公
営
企
業
が
四
〇
億
ユ
ー
ロ
、
地
方

自
治
体
が
二
五
億
ユ
ー
ロ
を
拠
出
し
、

主
に
国
防
関
連
装
備
や
大
学
・
研
究

機
関
支
援
、
国
有
財
産
の
修
復
、
道

路
・
河
川
・
鉄
道
と
い
っ
た
イ
ン
フ

ラ
整
備
な
ど
、
様
々
な
公
的
設
備
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
投
資
す
る
予
定
。
二
〇

一
〇
〜
一
四
年
に
か
け
て
四
つ
の
新

幹
線
（
Ｔ
Ｇ
Ｖ
）
路
線
を
建
設
し
、

欧
州
北
セ
ー
ヌ
（S

eine N
ord 

E
urope

）
運
河
の
実
現
も
目
指
す
。

▽
企
業
の
強
化

　

企
業
の
資
金
繰
り
を
円
滑
に
す
る

た
め
、
通
常
三
年
間
で
償
還
し
て
い

る
消
費
税
や
研
究
開
発
費
に
充
て
ら

れ
る
法
人
税
控
除
な
ど
、
一
一
五
億

ユ
ー
ロ
に
の
ぼ
る
税
額
控
除
分
を
前

倒
し
で
、
二
〇
〇
九
年
初
め
に
一
度

に
還
付
す
る
。
付
加
価
値
税
（
Ｔ
Ｖ

Ａ
）
の
控
除
に
つ
い
て
も
、
同
様
の

措
置
を
と
る
。
た
だ
し
、「
代
償
な
く

し
て
企
業
の
救
済
は
あ
り
え
な
い
」

と
し
、
企
業
が
国
外
移
転
を
し
な
い

こ
と
が
支
援
の
条
件
と
す
る
。

▽
自
動
車
産
業
の
支
援

　

現
在
は
、
使
用
年
数
一
五
年
以
上

の
中
古
車
を
廃
棄
処
分
し
て
新
車
を

購
入
す
る
場
合
、
三
〇
〇
ユ
ー
ロ
の

補
助
金
を
支
給
し
て
い
る
が
、
こ
の

対
象
を
使
用
年
数
一
〇
年
以
上
中
古

車
に
広
げ
る
と
と
も
に
手
当
も
一
〇

〇
〇
ユ
ー
ロ
に
引
き
上
げ
、
営
業
用

の
軽
自
動
車
に
も
範
囲
を
拡
大
す
る
。

ま
た
、
自
動
車
購
入
者
へ
の
融
資
支

援
と
し
て
、
金
融
機
関
に
対
し
て
一

〇
億
ユ
ー
ロ
再
融
資
す
る
。
さ
ら
に
、

自
動
車
製
造
業
者
及
び
そ
の
請
負
業

者
に
は
、
生
産
工
程
の
再
編
支
援
と

し
て
三
億
ユ
ー
ロ
の
投
資
資
金
を
提

供
す
る
。

▽
住
宅
投
資

　

七
万
戸
の
公
営
住
宅
を
建
設
す
る

ほ
か
、
〇
七
年
に
導
入
し
た
無
利
子

の
住
宅
融
資
制
度
を
拡
充
し
、
不
動

産
購
入
の
促
進
を
図
る
な
ど
、
住
宅

関
連
の
追
加
出
資
に
一
八
億
ユ
ー
ロ

を
充
て
る
。

　
▽
低
所
得
世
帯
の
支
援

　

約
三
八
〇
万
の
低
所
得
世
帯
に
対

し
て
、
二
〇
〇
九
年
三
月
末
に
二
〇

〇
ユ
ー
ロ
の
手
当
を
支
払
う
た
め
に
、

七
億
六
〇
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
を
充
て
る
。

▽
政
府
調
達
に
関
す
る
規
制
の
緩

和
　

特
別
な
行
政
手
続
き
を
必
要
と
し

な
い
政
府
調
達
の
上
限
を
現
行
の
四

〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
か
ら
二
万
ユ
ー
ロ
に
、

入
札
手
続
き
を
義
務
付
け
な
い
政
府

調
達
額
を
現
行
の
二
〇
万
六
〇
〇
〇

ユ
ー
ロ
か
ら
五
一
五
万
ユ
ー
ロ
（
Ｅ

Ｕ
基
準
）
に
引
き
上
げ
る
。
政
府
調

達
に
関
す
る
規
制
緩
和
に
よ
り
、
中

小
企
業
が
参
入
し
や
す
い
環
境
を
つ

く
る
こ
と
が
目
的
。

　　

政
府
は
、
今
回
の
景
気
対
策
に
よ

り
二
〇
〇
九
年
に
は
八
〜
一
一
万
人

の
雇
用
創
出
が
見
込
め
る
と
し
て
い

る
。経
営
者
団
体
の
Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｆ（
フ

ラ
ン
ス
企
業
運
動
）
は
、
企
業
・
産

業
支
援
を
柱
と
す
る
プ
ラ
ン
を
「
景

気
対
策
を
超
え
る
も
の
」
と
歓
迎
し

て
い
る
が
、
労
組
や
野
党
・
社
会
党

は
、
企
業
支
援
に
偏
っ
て
お
り
、
労

働
者
や
低
所
得
者
へ
の
配
慮
及
び
購

買
力
に
関
す
る
政
策
が
欠
如
し
て
い

る
と
強
く
批
判
し
て
い
る
。

　

大
統
領
は
、「
我
々
が
通
り
抜
け
よ

う
と
し
て
い
る
危
機
は
、
一
時
的
な

危
機
で
は
な
い
。
今
回
の
構
造
的
危

機
は
、
長
期
に
わ
た
り
、
経
済
、
社

会
、
そ
し
て
政
治
を
変
え
る
こ
と
に

な
る
。
今
回
の
危
機
は
、
非
常
に
規

模
が
大
き
く
、
ゆ
え
に
、
対
策
も
強

固
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
計
画
実
行
へ
の
強
い
意
欲
を

示
す
と
と
も
に
、
景
気
対
策
の
施
行

を
担
当
す
る
大
臣
ポ
ス
ト
を
創
設
し
、

与
党
・
Ｕ
Ｍ
Ｐ
党
の
パ
ト
リ
ッ
ク
・

ド
ヴ
ェ
ジ
ャ
ン
幹
事
長
を
経
済
振
興

策
推
進
大
臣
に
任
命
し
た
。

　

今
回
の
経
済
刺
激
プ
ラ
ン
は
、
特

別
予
算
法
案
と
し
て
〇
九
年
一
月
に

国
民
議
会
の
審
議
に
か
け
ら
れ
る
予

定
だ
。

（
国
際
研
究
部　

町
田　

敦
子
）

Ｅ　

Ｕ

欧
州
議
会
、
オ
プ
ト
ア
ウ
ト

の
廃
止
へ―

労
働
時
間
指
令

改
正
案
を
可
決

　

欧
州
議
会
は
一
二
月
、
労
働
時
間

指
令
改
正
案
を
可
決
し
た
。
先
に
各

国
政
府
が
合
意
し
た
改
正
案
に
対
し

て
、
焦
点
と
な
っ
て
い
た
週
四
八
労

働
時
間
の
上
限
に
関
す
る
オ
プ
ト
ア

ウ
ト
（
適
用
除
外
）
の
廃
止
や
、
職

場
外
で
の
待
機
労
働
時
間
な
ど
を
労

働
時
間
と
み
な
す
な
ど
の
規
制
強
化

を
修
正
案
と
し
て
盛
り
込
ん
で
い
る
。

指
令
案
の
成
立
に
は
理
事
会
の
合
意

が
必
要
と
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
オ
プ

ト
ア
ウ
ト
の
維
持
を
強
く
求
め
て
き

た
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
間
で
反
発
が
必

至
と
み
ら
れ
、
成
立
が
危
ぶ
ま
れ
て

い
る
。

各
国
政
府
に
よ
る
妥
協
案
を
修
正

　

オ
プ
ト
ア
ウ
ト
と
は
、
週
労
働
時

間
の
上
限
で
あ
る
四
八
時
間
を
超
え

て
働
く
こ
と
を
、
雇
用
主
と
雇
用
者

の
合
意
に
よ
っ
て
認
め
る
こ
と
を
指

す
。
労
働
時
間
指
令
改
正
案
は
、
二

〇
〇
四
年
の
欧
州
委
員
会
に
よ
る
原

案
公
表
か
ら
四
年
に
わ
た
り
議
論
が

膠
着
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。
焦
点
と

な
っ
た
の
は
、
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
の
是

非
で
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
そ
の
存
続

を
強
く
主
張
し
て
い
た
。
並
行
し
て

議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
た
派
遣
労
働

指
令
案
に
や
は
り
一
貫
し
て
反
対
し

て
い
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
派
遣
労
働
指

令
案
へ
の
協
力
と
引
き
換
え
に
、
オ
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プ
ト
ア
ウ
ト
維
持
に
関
す
る
合
意
を

加
盟
各
国
か
ら
取
り
付
け
た
と
い
わ

れ
る
。
結
果
と
し
て
、
派
遣
労
働
指

令
は
九
月
の
欧
州
理
事
会
（
Ｅ
Ｕ
首

脳
会
議
）、
一
〇
月
の
欧
州
議
会
で

相
次
い
で
可
決
さ
れ
、
六
年
越
し
の

協
議
を
経
て
成
立
に
至
っ
た
（
本
誌

一
二
月
号
の
記
事
参
照
）。

　

一
方
、
同
じ
く
欧
州
理
事
会
で
合

意
さ
れ
、
欧
州
議
会
で
の
採
択
に
委

ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
労
働
時
間

指
令
改
正
案
に
関
し
て
は
、
欧
州
議

会
は
当
初
か
ら
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
の
維

持
に
強
い
反
対
の
姿
勢
を
示
し
て
い

た
。
指
令
案
の
検
討
に
あ
た
っ
た
議

会
の
雇
用
・
社
会
問
題
委
員
会
は
、

理
事
会
案
に
対
し
て
オ
プ
ト
ア
ウ
ト

に
関
す
る
条
項
を
削
除
す
る
修
正
案

を
も
っ
て
応
じ
た
。
ま
た
併
せ
て
、

欧
州
司
法
裁
判
所
の
二
〇
〇
三
年
の

判
決
を
う
け
て
、
制
度
改
正
が
必
要

と
な
っ
て
い
た
待
機
労
働
の
扱
い
に

つ
い
て
も
、「
不
活
動
的
労
働
時
間
」

（inactive on-call tim
e
―

職
場

外
で
呼
び
出
し
を
受
け
る
た
め
に
待

機
し
て
い
る
時
間
）
を
労
働
時
間
と

み
な
す
か
ど
う
か
を
各
国
の
裁
量
に

委
ね
る
と
し
た
理
事
会
案
に
対
し
て
、

こ
れ
を
明
確
に
労
働
時
間
と
位
置
付

け
た
う
え
で
、
労
使
間
の
合
意
な
ど

に
よ
り
除
外
す
る
こ
と
を
認
め
る
修

正
を
盛
り
込
ん
だ
。
欧
州
議
会
は
、

委
員
会
の
修
正
案
を
四
二
一
対
二
七

三
の
大
差
で
可
決
し
た
。

理
事
会
の
合
意
、
難
航
の
可
能
性

　

議
会
で
の
可
決
を
う
け
て
、
指
令

案
は
議
会
と
理
事
会
の
代
表
で
構
成

さ
れ
る
調
停
委
員
会
（conciliation 

com
m
ittee

）
で
の
合
意
プ
ロ
セ
ス

に
委
ね
ら
れ
る
形
と
な
っ
た
。
委
員

会
で
理
事
会
の
合
意
を
得
て
指
令
案

が
成
立
す
れ
ば
、
加
盟
各
国
は
三
年

以
内
に
法
改
正
な
ど
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
理
事
会
が

合
意
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
悲

観
的
な
見
方
が
強
い
。

　

二
〇
〇
五
年
の
原
案
の
改
定
で
オ

プ
ト
ア
ウ
ト
廃
止
を
盛
り
込
ん
だ
欧

州
委
員
会
は
、
欧
州
議
会
は
オ
プ
ト

ア
ウ
ト
利
用
国
が
こ
こ
数
年
で
一
五

カ
国（
注
）に
拡
大
し
て
い
る
こ
と
に

留
意
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
当
初

の
立
場
に
固
執
す
る
よ
り
も
、
喫
緊

の
課
題
で
あ
る
待
機
労
働
に
関
す
る

規
定
な
ど
の
早
期
改
正
を
は
か
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
の
疑
義
を
投
げ
か

け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、雇
用
・

社
会
問
題
委
員
会
で
議
会
修
正
案
を

ま
と
め
た
セ
ル
カ
ス
議
員
は
、「
欧
州

委
員
会
は
、
理
事
会
の
支
持
に
回
る

の
を
や
め
て
、
仲
介
者
と
し
て
の
役

割
を
果
た
す
べ
き
だ
」
と
批
判
的
だ
。

　

Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
の
労
働
組
合
で
あ
る

Ｅ
Ｔ
Ｕ
Ｃ
は
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
が
健
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し

た
」
と
し
て
、
前
後
し
て
可
決
さ
れ

た
派
遣
労
働
指
令
案
、
欧
州
協
議
会

指
令
改
定
案
と
な
ら
ぶ
成
果
と
称
賛

し
て
い
る
。
一
方
、
使
用
者
側
の
ビ

ジ
ネ
ス
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
オ
プ
ト
ア

ウ
ト
は
企
業
に
と
っ
て
需
要
の
変
化

に
対
応
す
る
た
め
の
重
要
な
ツ
ー
ル

で
あ
る
と
と
も
に
、
労
働
者
に
と
っ

て
も
自
ら
の
労
働
時
間
を
調
整
し
て

よ
り
高
い
収
入
を
得
る
た
め
の
自
由

を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
議

会
は
長
年
の
議
論
を
経
て
成
立
を
目

前
に
し
た
指
令
案
を
廃
案
の
危
機
に

さ
ら
し
て
い
る
、
と
批
判
し
て
い
る
。

待
機
時
間
の
扱
い
を
厳
格
化
す
る
こ

と
に
つ
い
て
も
、
医
療
関
連
の
公
的

サ
ー
ビ
ス
の
劣
化
を
招
く
と
の
警
告

を
発
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
維
持
を
国

内
の
使
用
者
側
に
約
束
し
て
、
派
遣

労
働
指
令
に
関
す
る
妥
協
を
引
き
出

し
た
と
み
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
政
府
も
、

欧
州
議
会
の
修
正
案
可
決
に
強
い
失

望
を
表
し
て
い
る
。
マ
ク
フ
ァ
デ
ン

雇
用
担
当
大
臣
は
、
景
気
の
低
迷
の

影
響
か
ら
、
む
し
ろ
追
加
的
な
労
働

に
よ
る
収
入
の
増
加
を
求
め
る
労
働

者
の
自
由
を
奪
う
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
廃

止
は
「
誤
り
」
だ
と
し
て
い
る
。
使

用
者
団
体
の
Ｃ
Ｂ
Ｉ
も
「
多
く
の

人
々
は
、
キ
ャ
リ
ア
や
金
銭
面
あ
る

い
は
会
社
の
困
難
な
状
況
を
支
援
し

た
い
と
い
っ
た
理
由
か
ら
、
よ
り
長

く
働
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
彼
ら

が
選
択
す
る
な
ら
、
よ
り
長
く
働
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
」

と
し
て
、
六
月
の
担
当
相
理
事
会
で

の
合
意
の
尊
重
を
求
め
て
い
る
。

　

一
方
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
会
議

（
Ｔ
Ｕ
Ｃ
）
は
、
議
会
の
修
正
案
に

賛
辞
を
送
っ
て
お
り
、「
長
時
間
労
働

に
よ
っ
て
温
存
さ
れ
て
き
た
低
賃
金

や
低
生
産
性
の
改
善
に
取
り
組
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。

〔
注
〕

　

二
〇
〇
四
年
に
欧
州
委
員
会
が
原
案
を

提
出
し
た
際
の
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
利
用
国
は
、

イ
ギ
リ
ス
を
含
め
四
カ
国
に
と
ど
ま
っ
て

い
た
。
現
地
メ
デ
ィ
ア
に
よ
れ
ば
、
現
在

オ
プ
ト
ア
ウ
ト
を
利
用
し
て
い
る
一
五
の

加
盟
国
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ほ
か
、
フ
ラ
ン
ス
、

ド
イ
ツ
、
ス
ペ
イ
ン
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ル
ク

セ
ン
ブ
ル
ク
、
マ
ル
タ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、

キ
プ
ロ
ス
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
チ
ェ
コ
、
ハ

ン
ガ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、

ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
。

【
参
考
資
料
】
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、
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中　

国

『
起
業
に
よ
る
就
業
促
進
の

推
進
に
関
す
る
指
導
的
意

見
』
を
制
定―

農
民
工
対
策

の
一
環
と
し
て

　

農
村
か
ら
の
都
市
部
へ
の
出
稼
ぎ

労
働
者
で
あ
る
「
農
民
工
」
は
現
在
、

約
二
億
三
〇
〇
〇
万
人
に
達
す
る
。

農
民
工
の
多
く
は
沿
海
部
の
輸
出
関

連
企
業
で
働
い
て
い
る
が
、
世
界
経

済
の
急
減
速
で
職
を
失
い
、
故
郷
に

戻
る
出
稼
ぎ
労
働
者
も
目
立
ち
始
め

て
い
る
。
政
府
は
こ
う
し
た
農
民
工

の
雇
用
問
題
に
強
い
危
機
感
を
募
ら

せ
て
お
り
、
再
就
職
支
援
な
ど
農
民

工
対
策
を
強
化
す
る
方
針
を
示
し
て

い
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
一
〇
月
三

〇
日
発
表
さ
れ
た
の
が
、『
起
業
に
よ

る
就
業
促
進
の
推
進
に
関
す
る
指
導

的
意
見
』。
中
国
人
的
資
源
社
会
保

障
部
を
含
む
一
〇
の
省
庁
が
参
画
し

策
定
し
た
。
内
容
は
新
規
起
業
者
に

対
す
る
参
入
規
制
の
緩
和
や
行
政
の

審
査
許
可
に
係
る
手
続
き
の
簡
略
化
、

出
稼
ぎ
労
働
者
ら
が
起
業
す
る
際
の

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
整
備
な
ど
が
柱
。

故
郷
に
帰
る
農
民
工
な
ど
に
起
業
に

よ
る
就
業
を
促
進
す
る
こ
と
で
関
連

雇
用
を
生
み
出
す
効
果
を
狙
っ
た
も

の
と
い
え
る
。

『
指
導
的
意
見
』
の
概
要

　
『
指
導
意
見
』
は
、「
起
業
に
よ
る

就
業
の
促
進
は
就
業
拡
大
発
展
戦
略

の
重
要
な
内
容
で
あ
り
、
新
し
い
時

代
に
お
い
て
積
極
的
に
実
施
す
べ
き

就
業
政
策
の
重
要
な
任
務
で
あ
る
」

と
こ
の
文
書
の
重
要
性
を
位
置
付
け

て
い
る
。
背
後
に
中
国
の
就
業
を
と

り
ま
く
情
勢
は
依
然
と
し
て
厳
し
く

こ
れ
を
放
置
で
き
な
い
と
い
う
中
央

の
危
機
感
が
あ
る
。

　

個
人
の
起
業
を
促
進
す
る
た
め
の

方
策
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
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ま
ず
起
業
家
が
市
場
に
参
入
す
る
際

の
規
制
緩
和
だ
。
起
業
を
阻
む
行
政

面
で
の
障
害
、
地
域
的
な
障
害
、
経

営
面
で
の
障
害
を
取
り
除
く
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
法
律
で
禁
止
さ
れ
て

い
な
い
分
野
に
つ
い
て
は
起
業
家
に

開
放
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
、
国
で
規

制
の
た
め
に
条
件
や
基
準
が
定
め
ら

れ
て
い
る
分
野
に
つ
い
て
も
起
業
主

体
に
平
等
に
対
応
す
る
こ
と
を
求
め

て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、
起
業
家
が
資
本
金

を
準
備
す
る
際
に
分
割
で
登
録
で
き

る
よ
う
に
す
る
、
ま
た
参
入
す
る
業

界
の
特
徴
に
照
ら
し
て
資
金
、
人
員

と
い
っ
た
面
で
の
参
入
許
可
条
件
を

合
理
的
に
設
定
す
る―

―

な
ど
を
挙

げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
起
業
家
が
自

宅
、
賃
借
し
た
場
所
、
臨
時
の
商
業

用
建
物
等
を
起
業
・
経
営
の
場
所
と

す
る
こ
と
を
許
可
し
、
各
地
域
、
各

関
連
部
門
は
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
に
照

ら
し
て
、
高
等
教
育
機
関
の
卒
業
生
、

失
業
者
、
農
村
に
戻
っ
た
出
稼
ぎ
労

働
者
が
起
業
す
る
場
合
の
市
場
へ
の

参
入
条
件
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
し
て
い
る
。

　
『
指
導
意
見
』
は
ま
た
、
起
業
に

関
わ
る
行
政
の
審
査
許
可
事
項
を
整

理
・
規
範
化
し
、
審
査
許
可
、
証
明

書
発
行
等
の
手
続
き
を
簡
略
化
す
る

と
し
て
い
る
。
具
体
的
方
策
と
し
て

は
各
種
審
査
許
可
、
確
認
、
登
録
に

関
す
る
事
項
や
手
続
き
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
発
行
な
ど
。
審
査
手
続
き
の
一
括

取
り
扱
い
、
窓
口
の
統
一
、
迅
速
な

取
り
扱
い
を
推
進
し
、
起
業
に
迅
速

で
簡
便
な
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ

と
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

他
方
、
起
業
の
際
の
資
金
不
足
の

問
題
は
、
個
人
の
起
業
を
難
し
く
す

る
問
題
点
の
一
つ
だ
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
も
『
指
導
意
見
』
は
具
体
的

な
規
定
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

農
村
に
戻
っ
た
出
稼
ぎ
労
働
者
が
起

業
す
る
こ
と
を
想
定
し
、
農
村
に
お

け
る
貸
付
保
証
方
式
の
刷
新
、
起
業

す
る
際
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
を

行
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
農
村
に

お
け
る
起
業
投
資
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構

築
し
、
外
資
や
国
内
の
社
会
資
本
を

利
用
し
た
起
業
を
奨
励
、
条
件
が

整
っ
た
地
域
に
は
様
々
な
形
式
の
起

業
投
資
誘
導
基
金
を
設
立
し
、
企
業

の
設
立
と
発
展
を
促
進
す
る
と
し
て

い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
初
め
て
起
業
す
る

人
々
の
経
験
不
足
の
問
題
を
軽
減
す

る
た
め
、
政
府
は
、
起
業
家
に
対
す

る
各
種
研
修
を
行
い
、
都
市
・
農
村

の
様
々
な
労
働
者
が
起
業
す
る
場
合

に
あ
わ
せ
た
起
業
研
修
体
系
を
構
築

し
、
起
業
研
修
の
範
囲
を
広
げ
、
起

業
の
意
思
が
あ
り
研
修
の
必
要
の
あ

る
全
て
の
労
働
者
を
徐
々
に
起
業
家

研
修
の
対
象
と
し
て
い
く
こ
と
を
打

ち
出
し
て
い
る
。

【
資
料
出
所
】

政
府
広
報

http://w
w
w
.gov.cn/jrzg/2008-10/29/

content_1135116.htm（
国
際
研
究
部
）

韓　

国

雇
用
創
出
が
５
年
ぶ
り
の
最

低
水
準
に―

大
統
領
の
目

標
、
不
可
能
に

　

韓
国
統
計
庁
が
発
表
し
た
一
一
月

の
就
業
者
数
は
二
三
八
一
万
六
〇
〇

〇
人
、
就
業
者
数
の
対
前
年
比
増
減

数
で
表
す
「
雇
用
創
出
」
は
七
万
八

〇
〇
〇
人
（
表
１
）
と
な
り
、
二
〇

〇
三
年
一
二
月
に
四
万
四
〇
〇
〇
人

を
記
録
し
て
以
来
の
最
低
の
水
準
と

な
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
の
雇
用
創
出

は
、
第
１
四
半
期
二
一
・
〇
万
人
、

第
２
四
半
期
一
七
・
三
万
人
、
第
３

四
半
期
一
四
・
二
万
人
、
一
〇
月
九
・

七
万
人
、
一
一
月
七
・
八
人
と
、
金

融
危
機
を
は
じ
め
と
し
た
景
況
悪
化

の
影
響
か
ら
減
少
傾
向
に
歯
止
め
が

か
か
ら
な
い
。
李
明
博
政
権
が
目
標

と
し
た
年
間
二
〇
万
人
の
雇
用
創
出

は
事
実
上
達
成
不
可
能
と
な
っ
た
。

若
者
・
高
齢
者
を
中
心
に
非
労
働

力
人
口
が
増
加

　

失
業
率
は
三
・
一
％
、
前
年
同
期

比
〇
・
一
ポ
イ
ン
ト
上
昇
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
が
、
失
業
者
実
数
は
七

五
・
〇
万
人
で
前
年
同
期
比
一
万
七

〇
〇
〇
人
増（
二
・
三
ポ
イ
ン
ト
増
）

と
な
り
、
懸
念
さ
れ
た
金
融
危
機
の

影
響
が
雇
用
情
勢
の
数
字
の
悪
化
と

な
っ
て
表
れ
は
じ
め
た
。

　

さ
ら
に
、
雇
用
情
勢
悪

化
の
状
況
は
失
業
率
に
反

映
さ
れ
な
い
非
労
働
力
人

口
の
推
移
か
ら
も
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
二
〇
〇
八

年
の
非
労
働
力
人
口
の
状

況
は
表
２
の
と
お
り
、
対

前
年
比
で
増
加
基
調
が
続

い
て
お
り
、
一
一
月
は
一

五
二
〇
万
一
〇
〇
〇
人
、

前
年
同
期
比
三
五
万
六
〇

〇
〇
人
増
（
二
・
四
ポ
イ

ン
ト
増
）
と
な
っ
た
。
年

齢
別
で
み
る
と
、
一
五
〜

二
九
歳
の
若
年
層
や
六
〇

歳
以
上
の
高
齢
者
層
を
中
心
に
非
労

働
力
化
傾
向
の
動
き
が
顕
著
と
な
っ

て
い
る
。
若
年
者
、
高
齢
者
と
も
に

昨
今
の
雇
用
情
勢
の
悪
化
の
影
響
を

強
く
受
け
て
い
る
年
齢
層
で
あ
り
、

よ
い
就
職
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
こ
と

を
見
越
し
た
こ
れ
ら
年
齢
層
が
就
職

（
及
び
再
就
職
）
を
断
念
し
労
働
市

場
か
ら
撤
退
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

高
齢
者
雇
用
創
出
策
と
し
て
最
賃

減
額
措
置
も
検
討

　

こ
う
し
た
中
で
、
政
府
は
す
で
に

九
月
、
若
年
者
向
け
に
は
特
別
雇
用

促
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
を
発
表
し

た
が
、
報
道
に
よ
れ
ば
、
労
働
部
は

六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
の
雇
用
促
進

の
た
め
に
最
低
賃
金
法
を
改
正
し
、

同
年
齢
層
に
一
〇
％
減
額
し
た
法
定

最
低
賃
金
（
時
間
あ
た
り
現
行
三
七

七
〇
ウ
ォ
ン
）
の
適
用
を
認
め
る
方

針
の
よ
う
だ
。
最
低
賃
金
は
二
〇
〇

九
年
一
月
一
日
か
ら
同
四
〇
〇
〇

ウ
ォ
ン
へ
の
引
き
上
げ
が
決
定
し
て

い
る
が
、
減
額
が
実
施
さ
れ
た
場
合

六
〇
歳
以
上
の
労
働
者
は
同
三
六
〇

〇
ウ
ォ
ン
の
適
用
が
可
能
と
な
る
。

こ
の
ほ
か
、
雇
用
促
進
の
た
め
、
最

低
賃
金
の
適
用
免
除
が
認
め
ら
れ
る

試
用
期
間
を
現
行
三
カ
月
か
ら
六
カ

月
に
延
長
す
る
案
や
、
現
行
で
は
最

低
賃
金
の
算
定
に
含
め
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
な
い
住
宅
や
食
事
な
ど
の
現

物
給
付
に
つ
い
て
も
そ
の
算
定
に
含

め
る
こ
と
を
認
め
る
な
ど
、
事
実
上

最
低
賃
金
の
引
き
下
げ
に
つ
な
が
る

内
容
の
同
法
改
正
案
の
検
討
を
政
府

部
内
で
開
始
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
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最
低
賃
金
の
水
準
に
つ
い
て
は
、

景
気
が
持
続
的
に
低
迷
す
る
中
に

あ
っ
て
、
物
価
上
昇
率
や
名
目
賃
金

上
昇
率
に
比
べ
て
高
い
ピ
ッ
チ
の
上

昇
が
続
い
て
い
る
と
の
認
識
が
一
般

的
と
み
ら
れ
て
い
る
。
李
永
熙(

イ

･

ヨ
ン
ヒ)

労
働
部
長
官
も
最
低
賃

金
が
韓
国
の
経
済
水
準
に
比
べ
て
急

激
に
上
が
っ
て
い
る
と
し
、
そ
の
見

直
し
の
可
能
性
に
つ
い
て
示
唆
を
し

た
経
緯
が
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
政
府
の
方
針
に
対
し
、

労
働
側
は
断
固
反
対
す
る
旨
の
コ
メ

ン
ト
を
表
明
し
た
。
労
働
団
体
は
こ

の
見
直
し
の
動
き
を
「
こ
れ
ま
で
最

低
賃
金
の
弾
力
的
運
用
を
求
め
て
き

た
経
済
界
を
支
援
す
る
た
め
の
も
の

だ
」
と
猛
烈
に
反
発
し
て
い
る
。
労

働
側
の
最
低
賃
金
水
準
に
対
す
る
考

え
方
は
、
労
働
者
平
均
賃
金
の
五

〇
％
水
準
（
同
四
七
六
〇
ウ
ォ
ン
に

相
当
）
に
引
き
上
げ
、
低
所
得
層
の

生
活
レ
ベ
ル
の
底
上
げ
を
行
う
べ
き

と
す
る
も
の
で
従
来
一
貫
し
て
い
る
。

二
〇
〇
八
年
一
月
一
日
に
改
定
さ
れ

る
同
四
〇
〇
〇
ウ
ォ
ン
が
適
用
さ
れ

る
労
働
者
数
は
二
〇
八
万
五
〇
〇
〇

人
に
上
り
、
全
雇
用
労
働
者
に
占
め

る
割
合
で
あ
る
影
響
率
は
一
三
・

一
％
と
計
算
さ
れ
て
い
る
。
近
年
正

規
労
働
者
と
非
正
規
労
働
者
の
二
極

化
な
ど
に
よ
り
所
得
の
不
平
等
が
拡

大
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
て
、
低
賃
金

労
働
者
の
最
低
生
活
を
保
証
で
き
る

唯
一
の
制
度
が
最
低
賃
金
と
い
う
主

張
で
あ
る
。
同
様
に
、
野
党
で
は
、

民
主
労
働
党
が
今
回
の
改
正
案
に
対

し
「
経
済
危
機
に
よ
り
労
働
者
の
実

質
賃
金
が
減
っ
て
い
る
中
で
、
賃
金

を
さ
ら
に
減
ら
す
も
の
」
と
断
固
反

対
を
表
明
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
近
年
、
最
低
賃
金

の
凍
結
を
要
求
し
て
き
た
経
済
界
は

「
過
度
に
上
昇
し
た
最
低
賃
金
が
若

年
者
、
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
就
職

困
難
層
の
雇
用
機
会
を
一
層
減
少
さ

せ
て
き
た
」
と
の
認
識
を
持
っ
て
お

り
、
政
府
の
最
低
賃
金
制
の
見
直
し

方
針
を
歓
迎
す
る
ム
ー
ド
と
な
っ
て

い
る
。
経
済
団
体
は
今
回
の
政
府
の

最
低
賃
金
の
見
直
し
に
あ
た
っ
て
は
、

地
域
間
の
生
計
費
や
賃
金
水
準
の
違

い
を
反
映
し
た
地
域
別
の
最
低
賃
金

と
し
て
設
定
さ
れ
る
べ
き
と
し
、
さ

ら
に
法
に
よ
る
毎
年
の
改
定
サ
イ
ク

ル
を
例
え
ば
二
年
以
上
に
す
る
な
ど
、

経
済
や
労
働
市
場
の
状
況
に
応
じ
て

最
低
賃
金
が
一
層
弾
力
的
に
適
用
さ

れ
る
べ
き
だ
と
の
考
え
を
表
明
し
て

い
る
。

　

労
働
部
は
同
法
改
正
案
の
早
期
成

立
を
目
指
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
が
、

喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
雇
用
創

出
及
び
雇
用
促
進
を
目
的
と
す
る
と

は
い
え
、
今
回
の
見
直
し
は
労
働
者

の
基
本
的
な
労
働
条
件
で
あ
る
最
低

賃
金
に
メ
ス
を
入
れ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
た
め
、
あ
わ
せ
て
見
直
し

を
予
定
し
て
い
る
非
正
規
労
働
者
保

護
法
の
改
正
（
正
規
化
義
務
ま
で
の

雇
用
期
間
の
延
長
な
ど
）
と
と
も
に
、

そ
の
成
立
に
は
か
な
り
の
難
航
が
予

想
さ
れ
る
。

【
資
料
出
所
】

統
計
庁
Ｗ
ｅ
ｂ
、
Ｎ
Ｎ
Ａ
、
毎
日
経
済
新

聞
Ｗ
ｅ
ｂ

（
国
際
研
究
部
）

表１ 2008年の雇用失業情勢

１～３月 ４～６月 ７～９月 10月 11月

就 業 者 数
(対前年比%)

2,305.1
(0.9)

2,387.1
(0.7)

2,375.2
(0.6)

2,384.7
(0.4)

2,381.6
(0.3)

雇用創出数 21.0 17.3 14.2 9.7 7.8

失　業　率
(対前年比ポイント)

3.4%
(-0.2)

3.1%
(0.1)

3.1%
(0.0)

3.0%
(0.0)

3.1%
(0.1)

失 業 者 数
(対前年比%)

80.1
(-5.9)

76.7
(-3.0)

75.2(
-0.5)

73.6
(0.4)

75.0
(2.3)

資料出所：統計庁

表２　年齢別非労働力人口の状況

１～３月 ４～６月 ７～９月 10月 11月

非労働力人口
(対前年比%)

1,557.5
(1.8)

1,490.3
(1.7)

1,515.4
(1.9)

1,514.4
(2.3)

1,520.1
(2.4)

15-29歳
(対前年比%)

538.2
(2.2)

537.7
(0.9)

540.9
(1.7)

553.1
(2.3)

552.0
(3.3)

30-39歳
207.6
(-1.5)

199.4
(-1.7)

207.3
(0.6)

201.0
(-0.5)

202.2
(3.3)

40-49歳
172.4
(0.1)

162.0
(0.7)

165.9
(-1.3)

164.0
(1.2)

162.7
(-0.3)

50-59歳
180.6
(-0.1)

163.3
(0.6)

168.1
(1.4)

163.5
(0.8)

165.7
(-0.6)

60歳以上
458.7
(4.2)

428.0
(5.5)

433.2
(4.5)

432.8
(4.5)

437.6
(3.1)

資料出所：統計庁

（万人）

（万人）


